
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（１）過重労働解消に向けた取組の促進【一部新規】     ２．５億円（２．３億円） 
「過重労働解消キャンペーン（仮称）」等による過重労働解消に向けた労使の取組の

促進や相談体制の確保を図るとともに、過重労働による健康障害の防止のための重点

的な監督指導を行う。 

 

（２）働き方・休み方の見直しに向けた事業主などの取組の促進 

１９億円（９．６億円） 

①働き方・休み方の見直しに向けた事業主などの取組の促進【一部新規】 

     １１億円（８．９億円） 

企業や労働者が働き方・休み方の現状や課題を自主的に評価できる「働き方・休

み方改善指標」の活用方策の検討や、この指標の活用に関する好事例の収集・分析、

「地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業」の拡充等を行う。 

 

②テレワークの普及・促進【一部新規】（再掲・４０ページ参照）   ８．３億円（６７百万円） 

 

（３）仕事と育児の両立支援策の推進【一部新規】（再掲・３５ページ参照） 

２６３億円（１６７億円） 

 

（４）仕事と治療や介護の両立支援の推進【一部新規】（一部再掲・４０ページ参 

  照）                                 １．５億円（１．１億円） 
疾病を抱える労働者の治療と職業生活の両立を支援するため、企業における取組の

好事例集を作成し、研修会の開催により周知を図る。 

介護を行っている労働者の継続就業を促進するため、実証実験を行うことにより、

企業及び労働者の具体的課題を把握し、対応策を検討するとともに、シンポジウムの

開催等を行う。 

就労形態にかかわらず公正に処遇され、安心して将来に希望を持って働くことができるよう

にワーク・ライフ・バランスの実現、労働者が安全で健康に働くことができる労働環境の整備、

非正規労働者の雇用の安定・能力開発などを推進する。 

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

           ２８７億円（１８２億円）

第４ 安心して将来に希望を持って働くことのできる 

環境整備 
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（５）バス、トラック、タクシーの自動車運転者の長時間労働の抑制【一部新規】 

１．３億円(１．２億円) 
自動車運転者を使用する事業者に対し、自動車運転者時間管理等指導員による指導

を行うとともに、業界団体に加入していない事業者に対する労働基準関係法令の周知

を行うほか、運輸事業の新規参入者に対し、国土交通省と連携して、労働基準関係法

令の講習等を行う。 

 

 

 

 

 

 

第 12 次労働災害防止計画を踏まえた施策の推進       ７５億円（６９億円） 
メンタルヘルス対策や化学物質管理対策等に関して、労働政策審議会の議論を踏ま

え、早期に必要な法制上の措置を講じるとともに、以下の対策を推進する。 

 

①業種の特性に応じた労働災害防止対策の推進【一部新規】      ５．３億円（４億円） 

第三次産業（特に飲食店等）、荷主先での作業を伴う陸上貨物運送事業、人材不足

の顕在化している建設業について、各業種の特性に応じ、非正規雇用労働者を含め労

働災害の防止を図る。 

 

②職場でのメンタルヘルス・産業保健対策の推進【一部新規】      ３１億円（３１億円） 

労働者の健康確保を図るため、職場でのメンタルヘルスや小規模事業場に重点化

した産業保健対策を推進する。 

 

③化学物質管理の支援や石綿ばく露防止対策の推進【一部新規】   ３０億円（２５億円） 

化学物質のリスク評価を行うとともに、相談窓口の設置や訪問指導の実施等によ

り、職場での化学物質管理の支援体制の整備を図る。 

また、建築物の解体工事等における石綿ばく露防止対策を推進する。 

さらに、化学物質、粉じん、石綿等による健康被害を防止するため、新たに作成

する方針の下、的確に監督指導等を実施する。 

 

④職場での受動喫煙防止対策の推進                   ８．９億円（９．１億円） 

職場での受動喫煙防止対策を推進するため、中小企業事業主に対する喫煙室設置

への財政的支援を行うとともに、受動喫煙の有害性や対策の必要性についての周知啓

発を行う。 

 

２ 労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり 

７５億円（６９億円）
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（１）職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備【一部新規】 

１．５億円（９０百万円） 

パワーハラスメントの予防・解決に向けた社会的気運を醸成するための周知・広報

を引き続き実施するとともに、広報媒体・広報先の充実を図る。 

パワーハラスメント対策を更に推進するため、労使への支援策の充実を図る。 

 

（２）労働保険未手続事業一掃対策の推進と労働保険料の収納率の向上【一部新 

規】                                    １７億円（１７億円） 

労働者のセーフティネットである労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平を期

するため、労働保険の未手続事業の発生防止を含む一掃対策を推進するとともに、口

座振替制度の一層の利用促進等により、労働保険料の収納率の向上を図る。 

 

※労働者災害補償保険法に基づく業務災害や通勤災害を受けた労働者への保険給付などと 

して８，９６０億円（８，９０７億円）を計上。 

 

 

 

 

 

 

（１）フリーターなどの非正規雇用労働者の正規雇用化の促進【一部新規】（一部再

掲・４１ページ参照）                          ６２億円（２８億円） 
わかものハローワーク等を充実し、非正規雇用労働者のニーズに応じた支援メニュ

ーを提供するとともに、非正規雇用労働者の個々人の特性に配慮した公共職業訓練の

見直しや産学官の地域コンソーシアム（共同作業体）による多様な職業訓練コースの

開発及び訓練実施、学び直しの支援等により、非正規雇用労働者の能力開発の抜本的

な強化を図る。 

 

（２）「多元的で安心できる働き方」の普及等による非正規雇用労働者のキャリアア

ップ支援【一部新規】（一部再掲・３８ページ参照）      １３９億円（７３億円） 
職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図るため、成功事例の収

集や海外調査を行うとともに、有識者による懇談会において労働条件の明示等の雇用

管理上の留意点について取りまとめ、これらの結果の速やかな周知・啓発を図る。 

また、パートタイム労働法制の整備等を行うとともに、キャリアアップ助成金の積

３ 良質な労働環境の確保                  １９億円（１８億円） 

４ 非正規雇用対策の総合的な推進      ２１０億円（１１１億円） 
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極的な活用促進等により、企業内における非正規雇用労働者のキャリアアップのため

の環境を整備し、非正規雇用労働者の雇用の安定・人材育成・処遇改善等を総合的に

支援する。 
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